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モビリティ× シェアリング

旅客運送

１：Ｎ

事業者が保有する車体を用
いた旅客運送

（例）

● タクシー

　（乗合、相乗り）

● バス、電車、

飛行機、船

● 運転代行　など

Ｎ：Ｎ

個人が保有する車体を
用いた旅客運送

（例）

● 自家用有償旅客運送
（道路運送法78条）

● 日本版ライドシェア

旅客運送以外

１：Ｎ

事業者が保有する車体を個
人に貸し出す形態

（例）

● カーシェア

● シェアサイクル

● シェアキックボード

　　　　　　　　　など

Ｎ：Ｎ

個人が保有する車体を別の
個人に貸し出す形態

（例）

● 個人間カーシェア

モビリティのシェアリングサービスとは、移動に必要な車体または移動空間を複数人で共有するサービス形態をいう。
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諸外国における一般的なライドシェアの仕組み

ライドシェア事業者

ドライバー 利用客

政府当局

営業規制・監督

運送サービスの提供

・講習の実施
・犯罪歴の確認
・健康状態の確認
・保険付保の確認
・運行情報の把握・管理
・報酬支払い

・アプリで配車依頼
・利用料支払い

普通免許  or 事業用免許

　一般的に、諸外国では、ライドシェア事業者を政府の規制下に置き、安全性を担保するため、ドライバーに対する

講習の実施、犯罪歴の確認、健康状態の確認、保険付保の確認などを義務づけている。
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※運送契約の主体と必ずしも
　イコールではない


